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１ はじめに 

  町長三期目の公約である「持続可能なまちづくり」の実現に向け、住民生活の利

便性向上につながる機能やサービスを重視したうえで、温浴施設などの更新を要

する公共施設等との複合機能（生活支援、観光、保健福祉、高齢者福祉、交通、

防災）を備えた、多世代交流施設（以下「交流施設」という）を整備することとし、基

本構想の策定に取組みました。 

  交流施設の整備構想を策定するにあたり、町民アンケートや役場内での協議等

によりまとめた整備内容を基に、その機能の必要性等について、幌延町まち・ひと・

しごと創生会議（以下「創生会議」という）での検討や各種団体と懇談を行い、

意見の聞取りを行いました。 

  創生会議での検討や各種団体との懇談では、「もっと町民の声を聞いて、町民

の求めるもの、使いやすいものを建ててほしい」との意見があった他、「施設を使う

人の意見を聞きながらつくった方が良い」「今後、施設を長く使うこととなる若い人

の意見を大事にした方が良い」との意見がありました。また、「多世代が交流できる

施設は魅力的」「子どもから高齢者まで、気軽に友達同士で集まって話したりでき

る場所があると良い」など交流施設の整備に肯定的な意見があった一方、人口が

減る中で、整備の必要性を問う意見や、老朽化した公衆浴場の建て替えのみで良

いとの意見があった他、機能の詰め込みすぎを懸念する意見や、既存施設と重複

する機能の削除を求める意見がありました。 

  出された意見等を基に役場内で素案を作成し、創生会議で検討した結果、町民

アンケート等で整備が望まれた生活支援機能や保健福祉機能の一部を除き、乳幼

児から高齢者まで、誰もが気軽に立ち寄って利用できる交流施設を整備すること

としました。 

 

２ 本町の概況 

  ⑴ 位置、地勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町は、北海道の北部、宗谷管内に位置し、北緯４５度線上にあって、

北方圏のほぼ南端にあります。北は豊富町、猿払村、東は浜頓別町、南

は上川管内中川町、留萌管内天塩町に接し、西は１８．２ｋｍの海岸線

をもって日本海に接しています。東西およそ４０．８ｋｍ、南北２０．

８ｋｍ、総面積５７４．１ｋ㎡の広大な土地を有し、これは東京２３区
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とほぼ同じ広さです。 

総面積の約６３％を占める山岳部は、特に目立って高い山はなく、概

ね３００ｍ以下で、北部、東部に広がっています。河川は北海道内３大

河川のひとつである天塩川をはじめとして、その支流であるサロベツ川、

問寒別川等、約７０の河川があります。平野部は、天塩川とその支流流

域に広がり、湿潤な集積土壌（泥炭土）と普通硬質土壌で構成され、平

たん地の約４４％にもおよぶ泥炭土は、排水不良の強酸性湿地帯で、農

業発展の阻害要因のひとつとなっています。残りの５６％は普通硬質土

壌で泥岩を主体とした埴土型が多く占めています。海岸線は日本海に面

し、浅海砂礫地帯で港湾施設はありません。 

気象は年間の平均気温が６．８度、最暖月の平均気温は１９．１度と

耕作期間の気候は冷涼で、積算温度が低く、耕種作物の生育には適さな

い状況にあります。また冬は西からの季節風が強く乾燥寒冷で、積雪期

間は１１月下旬から４月下旬まであり、１ｍ前後の積雪があります。 

 

  ⑵ 人口 

    本町の人口等は、昭和３５年の７，４３８人、１，５０２世帯をピー

クに緩やかに減少を続けています。 

    令和２年の国勢調査人口は２，３７１人、世帯数は１，２２５世帯で、

平成１２年の国勢調査と比べると、人口は１６．４％減の４０４人とな

りましたが、世帯数は１０１世帯増加しています。世帯数の増加は高齢

者の単身世帯数の増加によるもので、人口の４人に１人が高齢者となっ

ています。 

    人口の減少を年齢階層別で比較すると、年少人口（１５歳未満）は、

平成１２年の３７５人から令和２年は１０１人減の２７４人となりま

した。高齢者人口（６５歳以上）は平成１２年の６０７人に対し、令和

２年には７４人増の６８１人で、少子高齢化が進んでいます。  

    なお、生産年齢人口は平成１２年の１，８５３人に対し、令和２年は

４３７人減の１，４１６人でした。 
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    また、令和２年を基準年とした幌延町人口ビジョンにおける総人口は、

令和７年で２，４９０人、令和１７年で２，３２６人、令和４２年で１，

９４７人と推計し、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による推

計では、令和４２年における総人口を１，０７６人としています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 幌延町交流拠点（交流施設）整備の目的 

  本町では、昭和４０年代前半からこれまで、多くの公共建築物や道路・水

道等の公共物を整備し、行政サービスの提供や住民生活の基盤整備に取り組

んできました。 

  しかし、今後は、人口の減少により財政状況が厳しさを増すことが予測さ

れ、老朽化等による補修や改修を計画的に進めていく必要があります。また、

社会情勢の変化による住民ニーズの多様化、自然災害の多発による安全性の

確保も考慮し、公共建築物の新設や更新を行っていかなければなりません。 

  限られた予算の中で、継続的に人口が減少し少子高齢化が進行する観点か

ら、持続可能なまちづくりを進めていくためには、地域コミュニティ（町内

会、子ども会、老人クラブ）力の向上に加え、生活の質を高め、利便性の向

上に取り組む必要があります。また、地域を支える生産年齢人口を増加させ

るため、他の計画で行っている施策の効果が現れるまでは、価値観の多様化

によって、個となり、希薄となった住民同士のつながりや住民と役場との結

びつきを再び深く強め、人材不足を補う取組みを進める必要もあります。 

総人口の推移と今後の見通し（出典：幌延町公共施設等総合管理計画）  
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  核家族化がもたらす高齢者の孤立、不安感の解消、保健と介護の連携やサ

ービスの一元化、生活様式の変化による避難所運営方法の変更や防災機能の

充足等、今まで潜んでいた問題が徐々に現れ始め、解決に向けた取り組を進

めていかなければなりません。また、定住人口や交流人口増加の一助とする

ため交通拠点としての役割も含め、町外から訪れる方々に対する観光情報等

の発信機能強化も必要と考えています。 

  しかし、これら様々な問題を解決するにあたり、個々に施設整備を進める

には多額の予算が必要となるため、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の

方針を定めた「幌延町公共施設等総合管理計画」（令和５年３月改訂）との

整合性を図る必要があります。 

  限られた予算の中で、住民ニーズや行政課題等をふまえ、様々な問題を解

決していくため、「多世代交流」を問題解決方策のひとつとして、ひとつの

施設に複数の機能を備えた交流施設を整備します。 

 

４ 幌延町交流拠点基本構想樹立までの経緯 

  交流施設の整備については、平成２６年度から検討を進め、平成２７年度

に策定した幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略の「まちへ新しい人の流

れをつくる」ために実施する「観光資源の発掘」施策のひとつとして構想の

具体化を始めています。 

  当初は、町外の方との交流人口を増加させるため、「観光・防災・レジャ

ー等の機能を併せもった複合施設整備」に向け、構想の具体化を進める計画

でした。 

そのため、平成２８年度には観光振興をキーワードに「産業振興やまちの

にぎわいづくりの指針」となる「幌延町地域振興（観光）計画」を策定し、

平成２９年度には計画の具体的な取組みを示した「幌延町地域振興（観光）

計画アクションプラン」を策定しました。  

平成３０年度にはアクションプランに基づき「観光・防災・レジャー等の

機能を併せもった複合施設」の整備場所を「まちなか（案）」「まちそと（案）」

により検討を行いました。 

平成３１年度は、前年度の検討の結果、高齢者や子どもの交流、生活の拠

点としての機能を備え、町民の利便性向上に資する機能を重視し、「まちな

か」での整備を決定しました。 

令和２年度から令和３年度にかけては、「まちなか」での整備に向け、町

民アンケートで必要な整備内容を調査の他、役場庁内での検討を行いました。 

令和４年度は前年度までの検討に加え、町民アンケート調査の結果に基づ

き、町民の利便性向上につながる複合的機能を備えた「多世代交流拠点」を

「まちなか」に整備すると決定しました。  

  令和５年度からは、幌延町交流拠点基本構想（以下「基本構想」という）

の樹立に向け、創生会議を設置し、交流施設の整備内容等をまとめた基本構
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想（素案）を諮問しました。当初は令和５年度中に答申を受け、基本構想を

樹立する予定でしたが、「施設の整備にあたっては、町民の声をもっと聞い

た方が良い」との意見があった他、「町の考え方を具体的に示してほしい」

との意見があったことから、基本構想の策定年度を令和６年度まで延ばすこ

ととしました。 

  令和６年度は創生会議構成団体等から意見の聞取りを行った他、聞き取っ

た意見を基に整理した内容を、役場内や創生会議で協議・検討し、創生会議

から答申を受けました。その後、パプリックコメント手続きを経て、基本構

想を定めました。 

 

年   度  摘                 要  

平成２７年度  

観光・防災・レジャー等の機能を併せもった複合施設の整備に向け構想の具

体化を計画。（幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略  平成 27 年度～平成 31

年度）  

平成２８年度  
観光振興をキーワードに「産業振興やまちのにぎわいづくりの指針」となる

「幌延町地域振興（観光）計画」を策定。  

平成２９年度  
「幌延町地域振興（観光）計画」の具体的な取組みを示した「幌延町地域振

興（観光）計画アクションプラン」を策定。  

平成３０年度  
アクションプランに基づき「観光・防災・レジャー等の機能を併せもった複

合施設」の整備場所を「まちなか（案）」「まちそと（案）」にて検討。  

平成３１年度  
高齢者や子どもの交流、生活の拠点としての機能を備え、町民の利便性向上

に資する機能を重視し、「まちなか」での整備を決定。  

令和２年度  「まちなか」での整備に向け、町民アンケートで必要な整備内容を調査の他、

役場庁内で検討。  令和３年度  

令和４年度  

前年度までの検討に加え、町民アンケート調査結果に基づき、町民の利便性

向上につながる機能やサービスを重視したうえで、温浴施設などの更新を要す

る公共施設との複合的機能を備えた「多世代交流拠点」を「まちなか」に整備

すると決定。  

令和５年度  
基本構想を策定するため、幌延町まち・ひと・しごと創生会議を設置し、基

本構想（素案）を諮問。構想の策定期間を令和６年度まで延長。  

令和６年度  

創生会議構成団体等から意見聞取り実施。聞き取った意見に基づき整備内容

を検討・協議後、創生会議から答申を受け、パブリックコメント手続き実施後、

基本構想として定める。  

 

５ 幌延町交流拠点基本構想の位置づけ 

  本構想は、「第６次幌延町総合計画前期基本計画」を最上位計画とし、「幌

延町公共施設等総合管理計画」に示された方針に基づきながら、「幌延町地

域振興（観光）計画」、「第２期幌延町健康増進計画」、「第８期幌延町介護保

険事業計画・高齢者保健福祉計画」、「幌延町地域防災計画」、「幌延町強靭化

計画」「第２期幌延町防災備蓄品計画」「幌延町耐震改修促進計画」「幌延町

地域公共交通計画」の関連計画との整合を図り策定するものです。 

 

６ 交流施設の概要 

  本構想で示す交流施設は、生活支援機能や観光情報発信機能、保健福祉機

能、高齢者福祉機能、交通拠点機能、防災機能を併せ持った複合施設です。 
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  ⑴ 整備内容 

    交流施設の整備内容は、町民アンケートや創生会議構成団体等から聞

き取った意見を基に整理した整備内容を、役場内や創生会議での協議・

検討した結果に基づくものです。 

    複合する機能は、コインランドリーや温浴施設等の「生活支援機能」

の他、定住人口や交流人口の拡大のため、町外から訪れる方々に対し、

本町の魅力を伝える「観光情報等発信機能」、住民の健康づくりを総合

的に推進し、関連する福祉事業を効果的に行う「保健福祉機能」、高齢

者が心身ともに健康で生きがいを持ち、自立した人生を送ることがで

きるように支援するための「高齢者福祉機能」、公共交通の利便性向上

や観光需要拡大による交流人口の増加を図るための「交通拠点機能」、

災害発生時における住民の生命、身体等を保護するための「防災機能」

の六つです。 

 

  ⑵ 具体的なスペースや機能 

    複合する機能の具体的なスペース等は次のとおりです。 

 

機          能  具体的なスペース等  

生活支援機能  コインランドリー 

 多目的スペース（サードプレイス）  

 会議室  

 温浴施設  

 温浴施設（ボイラー） 

 事務スペース 

 ゆったり駐車場  

 電気自動車充電設備  

 ＷｉＦｉ機能  

 無料充電設備  

観光情報等発信機能  観光案内  

 移住定住情報  

保健福祉機能  業務スペース 

 乳児・乳幼児広場  

 多世代交流・休憩スペース 

 授乳室  

 健康増進スペース 

高齢者福祉機能  カフェスペース 

 多目的スペース（和室） 

 多目的スペース（パブリックビューイングスペース）  

 相談室  

 調理実習室  

 会食スペース 

交通拠点機能  バス待合所  

防災機能  備蓄庫（防災資機材庫） 

 福祉避難所  

 非常用発電設備  
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機          能  具体的なスペース等  

その他  再生可能エネルギー発電設備  

 蓄電池  

 エアコン 

 トイレ（男） 

 トイレ（女） 

 トイレ（多目的） 

 

７ 幌延町公共施設等総合管理計画との整合性について 

  交流施設は、住民の利便性向上につながるサービスを重視したうえで、温

浴施設等の更新を要する公共施設等との複合機能を備えた施設です。具体的

には幌延町老人福祉センターの更新に併せた複合施設の整備となり、整備に

あたっては、幌延町公共施設等総合管理計画（令和５年３月改訂、以下「管

理計画」という。）との整合性を図る必要があります。 

 

  ⑴ 公共施設の更新等の方針 

    公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めた

「管理計画」では、公共施設の管理に関する基本的な考え方として「本

町人口は引き続き減少が見込まれており、新規施設の整備は最小限に抑

制し、既存の公共施設を貴重な財産としてとらえ、適切な維持管理によ

ってできる限り長期間使用する」こととしています。 

    また、「公共施設を適切に維持・運営するためにも、公共施設全体の

延床面積を本町の人口や人口構成の変化、費やせる財源等に沿って適切

に調整し、不要となった施設は解体等により延床面積を縮減する等、維

持更新費の削減を行うとともに、削減された費用は他の設備の維持更新

費に充てることにより、財源の有効活用を図ること」としています。（管

理計画３５頁） 

    加えて、公共施設等のコスト・数量に関する目標として、建築系公共

施設の延床面積削減目標を、基準年とした平成２７年度末の７０，６０

５㎡から４０年後の令和３８年度までに１０～３０％削減することと

しています。（管理計画３９頁） 

    更に公共施設等の更新・改修の実施方針として、「更新する場合は、

総合計画との整合性を保ち、公共施設の効率化や縮小化の観点から、単

独更新以外の統合や複合化について検討する」こととしています。（管

理計画４２頁） 

    併せて、「施設の整備状況、利用状況、運営状況、費用の状況等を踏

まえ、必要に応じて公共施設等の統合、廃止や規模縮小等を検討し、検

討にあたっては、①施設の安全性、②機能性、③耐久性、④効率性、⑤

地域における施設の充足率、⑥施設の利用率、⑦費用対効果によって評

価を行い、継続使用、改善使用、用途廃止、施設廃止の４段階に分類し

て方向づけする」こととしています。（管理計画４４頁）  
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    また、公共施設等を統廃合することによって懸念される住民サービス

の低下を最小限に抑えるため、種々の施策について、住民合意の可能性

を検討すると定めています。（管理計画４４頁） 

   管理計画における公共施設の更新等の方針をまとめると、次のとおり

になります。 

 

新規施設  既存施設の更新  

 新規施設の整備は最小限に抑制。  既存施設の更新は、単独更新以外の統合や複合

化を検討。  

↓  

既存施設の統合や廃止、規模縮小を検討するに

あたり、次の項目で評価。  

①施設の安全性、②機能性、③耐久性、④効率

性、⑤地域における施設の充足率、⑥施設の利用

率、⑦費用対効果  

↓  

評価により継続使用、改善使用、用途廃止、施

設廃止の４段階に分類して方向づけ。  

↓  

①施設を更新する場合は、総合計画との整合性

を保つ。②住民合意の可能性を検討。  

↓  

不要となった施設は解体等により延床面積を縮

減。延床面積の削減目標は１０～３０％  

 

  ⑵ 管理計画に基づく検討、評価 

    更新を要する幌延町老人福祉センター（公衆浴場を含む）の概要を次

のとおり整理し、管理計画に基づき評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

概                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要  

施設名  幌延町老人福祉センター（高齢者福祉施設）  

所在地  幌延町宮園町１番地１６  

設置年度  昭和４９年度（公衆浴場は昭和５０年１月から）  

増改築年度  平成１４年度（公衆浴場）  

延床面積  
施設：５１０．２７㎡  公衆浴場：１２６．０７㎡  

合計６３６．３４㎡  

駐車場利用台数  
一般：６１台、車いす用：３台、大型バス：２台（幌延町生涯学

習センター、国際交流施設と共用）  

施設管理・運営の状況  

 幌延町老人福祉センター設置条例（昭和４９年１２月２５日条

例第２９号）により、老人に健康で明るい生活が営まれることを

目的に設置され、公衆浴場法に基づき住民の健康の保持増進を図

ることを目的とした温浴施設（昭和４９年１２月２５日条例第３

０号）も併設されている。  

 施設の管理は保健福祉課社会福祉係が会計年度任用職員として

雇用した４名が実施し、令和４年度の管理経費決算額は２０，３

０４千円となっている。  

 公衆浴場の令和４年度年間利用者数は９，３５２人で、１日平

均３２人が利用している他、機能回復訓練室等では老人クラブの

会合や保健師による健康相談が行われている。  



 

9 

 

施設利用上の課題  

 昭和４９年に設置されたが耐震改修が完了していない他、平成

１４年度に増改築された公衆浴場のボイラー設備は、老朽化によ

って更新が必要な状態にあり、修繕によって対応している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価  

施設の安全性   耐震改修を行っていないことから、安全性は低い。  

機能性  

 老人福祉法に基づく生活や健康等の各種相談、レクリエーショ

ンや老人クラブの運営に対し援助ができる場所としての機能を有

している他、公衆浴場法に基づき温浴施設を設置し、住民の健康

保持、増進を図る機能を有しており、老人福祉センターとしての

機能は高い。  

 また、設備や部位ごとの機能診断等は行っていないが、機能性

を健全度で評価した場合、建物は昭和４９年の設置から４９年が

経過し、公衆浴場は平成１４年度に増改築しているものの、増改

築以外の脱衣室や集会・娯楽室、機能回復訓練室等は耐震改修が

未済みであることに加え、ボイラー設備の老朽化が進み、毎年度

修繕を行っていることから、著しい性能低下によって、近い将来

施設の機能が失われるリスクが高い状態であると思われる。  

耐久性  

 「財務省の減価償却資産の耐用年数に関する省令」に基づく耐

用年数は、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の建物

で５０年、公衆浴場用のものは２７年となっている。また、公衆

浴場用設備は１３年となっている。  

 施設は昭和４９年１２月の設置から令和６年１２月で５０年の

耐用年数を満了するため、耐久性は低いものと思われる。また、

平成１４年度に増改築した公衆浴場は、令和６年度で１４年を経

過する。そのため、建物部分の耐久性に問題はないが、耐用年数

を超える設備は耐久性が低いと思われる。  

効率性  
 統合等により効率化を図る同様な施設が、幌延市街地区にはな

い。  

地 域 に お け る 施 設 の 充

足率  

 本町における高齢者福祉施設の適正数が不明なため充足率はわ

からないが、幌延市街地区に同様な施設がないことから、充たさ

れていると思われる。  

施設の利用率  

 算定根拠となる適正な利用者数が不明なため、令和２年から令

和４年までの平均利用者数を１００とした場合、過去３年間の利

用率は年々低下している。  

費用対効果  

 地域高齢者福祉の中心的拠点として、年間延べ５００人以上の

老人クラブ会員に利用されている他、公衆浴場は過去３年間の平

均で延べ約１０，０００人の利用がある。施設の老朽化が進む中

で大規模な改修は行わず、必要最低限の修繕よる施設の維持管理

に努めており、費用対効果は高い。  

評価  

 昭和４９年に設置された建物は耐震診断、耐震改修が行われて

いない唯一の公共施設で、幌延町耐震改修促進計画では施設の更

新に対する優先順位がＡとなっている。  

 公衆浴場設備は耐用年数を経過し、修繕によって老朽化に対応

している状況にあり、近い将来、著しい性能低下によって、施設

の機能が失われるリスクが高い状態である。  

 老人福祉センターは地域高齢者福祉の中心拠点で、老人クラブ

が定期的に利用していることから更新の必要がある。また、公衆

浴場は、年々利用者数は減少しているものの、自宅に入浴設備が

ない住民の日常生活にとって、必要不可欠の施設であることから

更新の必要がある。  

なお更新にあたっては、施設の老朽化が進んでいるため、改修

による改善使用とはせず、施設を廃止し、新規施設として更新を

図り、高齢者福祉のみならず住民生活の利便性向上を図る複合施

設としての整備を検討する。  

分類  継続使用・改善使用・用途廃止・施設廃止  
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  ⑶ 管理計画に基づく評価結果 

    管理計画に基づく評価結果は、老朽化による施設廃止となりますが、

地域高齢者福祉の中心拠点であることから、新規施設として更新するこ

ととします。 

    管理計画では、既存施設の更新は、単独更新以外の統合や複合化を検

討することとしているため、本構想で高齢者のみならず住民生活の利便

性向上を図る「複合施設」として整備の検討を進めました。  

 

  ⑷ 住民合意 

    管理計画では、公共施設等を統合することによって懸念される住民サ

ービスの低下を最小限に抑えるために、住民合意の可能性を検討すると

定めています。 

    交流施設の整備に関する基本構想や基本計画（概略設計）の策定は、

幌延町まちづくり町民参加条例（平成２１年３月１０日条例第３号）第

６条第１項第１号で定める「町の基本構想、基本計画、その他基本的な

事項を定める計画の策定又は変更」に当たることから、同条例第１９条

で定める審議会等を設置し、諮問を行うこととしました。  

    設置した審議会は創生会議です。構想や計画に対する住民合意を高め

るため、町が作成した素案を諮問し、創生会議での検討後、素案に関す

る答申を受け、その後、広く町民の意見を反映させることが必要な場合

に実施するパブリックコメント手続きを経て、構想や計画を策定するこ

ととしました。 

    創生会議は同条例第２０条に基づき、町内各団体から推薦された方の

他、公募による方も加えた２０名の委員に加え、関係機関から推薦され

たオブザーバー１６名によって構成された会議で、会議の内容は同条例

第２３条に基づき、町のホームページや広報誌に掲載しています。 

 

  ⑸ 既存施設の活用や処分について 

    幌延町老人福祉センターは昭和４９年に設置された施設で、耐震改修

が未済みであることに加え老朽化が進んでいます。そのため、今後は他

の目的等で利用することはできません。管理計画では、不要となった施

設は解体等により延床面積を縮減する等、維持更新費の削減を行うこと

としており、交流施設の供用開始後、解体・撤去することとします。 

    なお、跡地については、今後、新たな施設整備が必要となった場合に

備え更地とし、駐車場や堆雪スペースとしての利用を検討します。  

 

  ⑹ 既存の公共施設と重複するスペース等の整理 

    交流施設で整備する具体的なスペース等は、５施設の概要⑵具体的な

スペースや機能においてあげましたが、既存の公共施設が有するスペー

スとのすみ分けや、整備が必要な理由等を次のとおり整理しました。 
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   既存公共施設と重複するスペース等一覧表（９既存施設、１５スペース等）  

既存施設  

 

 

交流施設  

幌延町

役場  

幌延町

老人福

祉ｾﾝﾀｰ 

幌延町

生涯学

習ｾﾝﾀｰ 

移住情

PR 支

援ｾﾝﾀｰ 

幌延町

保健 ｾﾝ

ﾀｰ 

物品庫

（ 旧 中

央保育

所） 

幌延町

認 定 こ

ども園  

高 速 バ

ス待 合

所 （ 3

南 1） 

幌延町

産 業 ・

地域振

興 セ ン

ター 

会議室  ○         

温浴施設   ○        

電気自動車

充電設備  
○         

観光案内     ○      

移住定住情

報  
   ○      

保健福祉課

執 務 スペー

ス 

○         

乳 児 ・ 乳 幼

児広場  
  ○       

健康増進ス

ペース 
    ○     

多 目 的 スペ

ース（和室） 
 ○        

相談室  ○         

調理実習室    ○  ○     

バス待合所         ○  

備 蓄 庫 （ 防

災 資 機 材

庫） 

○     ○    

福祉避難所    ○    ○   

事 務 スペー

ス 
        ○ 

 

   ① 生活支援機能 

     住民生活を支援するための機能で、具体的にはコインランドリーや

多目的スペース（サードプレイス）、会議室、温浴施設、ゆったり駐

車場、電気自動車充電設備、Ｗｉ-Ｆｉ設備、無料充電設備をあげて

います。 

     なお、子どもから高齢者まで多世代が利用し、集客性が高く、利便

性の向上と交流施設の利用率向上を図るため整備を検討していたコ

ンビニエンスストアは、住民から設置を求める声が少なかったことか

ら、多目的スペースに飲食に関する自動販売機等を設置し、コンビニ

エンスストアの代替とします。ただし、将来的な町内小売業の動向を

考慮し、バス待合所内にスペースのみ確保することとします。  

     機能が重複する公共施設は、役場、幌延町老人福祉センターです。 
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交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等 

区    分  

H29 道 の 駅に 関

する勉強会・検

討会ワークショ

ップ  

役 場 庁 内 会 議

（ H29~30 幌延町

と宗谷地域の交

流・交通拠点整

備に関する検討

会等）  

R4 町民アンケ

ート  

R6 創 生 会 議 構

成団体への意見

聞取り時  

コインランドリー   ○  ○   

多 目 的 ス ペ ー ス

（ サ ー ド プ レ イ

ス）  

 ○  ○   

会議室   ○  ○   

温浴施設  ○  ○  ○   

事務スペース      

ゆったり駐車場   ○    

電気自動車充電設

備  

○  ○  ○   

Ｗｉ -Ｆｉ設備  ○  ○  ○   

無料充電設備   ○  ○   

 

既存公共施設と重複するスペース等 

区    分  幌延町役場  
幌延町老人福祉セン

ター  

幌延町産業・地域振興

センター  

会議室  大会議室、小会議室    

温浴施設   公衆浴場   

事務スペース    貸し事務室  

電気自動車充電設備  電気自動車用急速充

電器  

  

 

   ア）コインランドリー 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      各種団体等の意見聞取りにおいて、「コンビニやコインランドリ

ーは役場が整備するものではない。町民アンケートで町民から意見

があったものとして整理し、検討を進めた方が良い」との意見はあ

りましたが、他に否定的な意見がないことや、オホーツク管内小清

水町や留萌管内遠別町等、行政が整備している例もあることに加え、

住民の中には、布団等の大物洗い時に稚内市のコインラインドリー

を利用している方も多いことから、住民の利便性向上のためにも、

必要な施設として整備することとします。  

      なお、整備にあたっては、施設建設費を抑えるため、施設外にプ

レハブ等を利用した整備を検討します。 

 

   イ）多目的スペース（サードプレイス） 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 
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      サードプレイスとは、誰もが自由に利用できるスペースのことで

す。（家庭がファーストプレイス、職場や学校等がセカンドプレイ

ス）図書コーナーの設置を検討し、読書や自習等、個人としての利

用の他、子どもから高齢者までがふれあう多世代交流や、情報交換

ができるフリースペースとして、住民生活の利便性向上が期待でき

ます。また、交流施設の延床面積を減少させるため、カフェスペー

スと共用を図ります。  

 

   ウ）会議室 

    ａ）重複するスペース等➤役場大会議室、小会議室 

      役場には会議スペースとして大会議室と小会議室がある他、庁議

室やミーティングルームがあり、それぞれのスペースで役場が主

体となった会議や打ち合わせ等が行われています。交流施設に設

ける会議室は、住民が主体となった研修会や交流等を行う場所と

して設置することから、すみ分けが可能と考えます。 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      住民同士の会合や研修会の開催、住民が主体的に取組む多世代交

流サロン等を行うための場所です。 

      研修会による学びの場を通じた交流や共通の目的意識を持った

コミュニティの形成等、地域コミュニティ力の向上が期待できます。 

 

   エ）温浴施設 

    ａ）重複するスペース等➤老人福祉センター公衆浴場 

      昭和４８年に幌延市街地の銭湯が廃業となり、昭和５０年１月か

ら老人福祉センターに併設する形で、公衆浴場として開業した「憩

いの湯」は平成１４年度に改築を行っていますが、その後、設備の

老朽化が進み、更新が必要な状態です。 

      老朽化が進んでいる本施設は、交流施設整備後、解体・撤去とな

ることから整備が必要です。 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      「憩いの湯」は年間１万人（令和２年度から令和４年度までの平

均）を超える利用者があり、住民の健康保持・増進を図るため必要

な施設です。 

 

   オ）事務スペース 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町産業・地域振興センター 

      施設の設置目的が異なるため、すみ分けが可能と考えます。  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      産業・地域振興センターは、本町における学術研究、産業及び地
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域の振興を図ることを目的に設置された施設で、新規起業を行う者

や、本町に新たに住所を有する本店、支店等を設け、事業を営もう

とする者、本町における学術研究、産業及び地域の振興に資する取

組みを行う者に対し事務室を使用させております。交流施設に整備

する事務スペースは保健や福祉を主体とした本施設の性質上、社会

福祉協議会等の移転を考慮する他、施設の管理・運営を行う法人等

の入居を考慮し、事務スペースを確保します。 

 

   カ）ゆったり駐車場 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      高齢者や女性、乳幼児を連れた方等、誰もが駐車しやすくゆとり

をもった駐車場を備えることで、乗降時の安全性を高めることが可

能となり、交流施設利用者の利便性向上につながります。また、駐

車場を活用した屋外イベント時の活用も考えています。  

 

   キ）電気自動車充電設備 

    ａ）重複するスペース等➤役場電気自動車用急速充電器 

      現在、役場に設置している電気自動車急速充電器は、令和４年８

月２６日をもって補助事業における処理年限に達したことから、民

間へ無償で譲渡したものを引き続き使用している設備です。そのた

め移転することができず、交流施設に設置する場合は、新たな設備

が必要となります。その場合も、国の補助制度を利用する等、事業

費削減に努める考えです。 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      温室効果ガスの排出量を全体でゼロ（カーボンニュートラル）に

する取組みが進む中で、電気自動車の普及も増加しています。その

取組みのひとつとして平成２６年９月、役場に設置した電気自動車

用急速充電器は、令和４年８月までの間、約６千台の利用がありま

した。 

      本町では、令和５年３月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行って

おり、引き続き設備を設置し、環境に優しく調和のとれた交流施設

とすることが望ましいと考えています。 

 

   ク）Ｗｉ－Ｆｉ機能、無料充電設備 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      誰もが安心して利用できる環境を整えることで、交流施設利用者

の利便性向上が図られ、災害時には安心につながります。  
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  ② 観光情報等発信機能 

    定住人口や交流人口拡大のため、町外から訪れる方々に対し、幌延町

の魅力を伝える観光案内や移住に関する情報等を提供する機能で、具体

的には観光案内所にデジタルサイネージ（ディスプレイやタブレットを

用いた情報発信システム）やモニターを設置することをあげています。 

    機能が重複する公共施設は、幌延町移住情報ＰＲ支援センターです。 

 

交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等 

区    分  

H29 道の駅に関する

勉強会・検討会ワー

クショップ  

役 場 庁 内 会 議

（ H29~30 幌 延 町

と 宗 谷 地 域 の 交

流・交通拠点整備

に 関 す る 検 討 会

等）  

R4 町民アンケート  

観光案内  ○  ○  ○  

移住定住情報  ○  ○   

 

既存公共施設と重複するスペース等 

区    分  幌延町移住情報ＰＲ支援センター    

観光案内情報  観光案内    

移住定住情報  移住定住情報    

 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町移住情報ＰＲ支援センター 

      交流施設内でも、町外から訪れる方々に対して、観光案内や移住

定住情報を提供するため、移住情報ＰＲ支援センターと機能が重複

しますが、人は配置せず、掲示物やデジタルサイネージ（ディスプ

レイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステム）に

よって案内を行うこととするため、すみ分けが可能と考えます。  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      町外から訪れる方々へ本町の魅力を伝える観光案内は、現地での

情報収集を行う上で重要な役割を担っています。現在は、平成３０

年にＪＲ幌延駅構内に設置した幌延町移住情報ＰＲ支援センター

（通称：ホロカル）に人員を配置し、移住に関する相談や情報の発

信に併せて行っています。本施設では人員を配置せず、デジタルサ

イネージ等を活用した案内に留めることとし、交流施設の延床面積

を減少させるため、バス待合所との共用を図ります。 

      本機能は住民向けの機能ではありませんが、バス待合所との相乗

効果により、交流人口や定住人口の増加が期待できます。  

 

  ③ 保健福祉機能 

    住民の健康づくりを総合的に推進し、関連する福祉事業を効果的に行

うための機能で、具体的には、乳児・乳幼児広場、多世代交流・休憩ス
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ペース、授乳室、健康増進スペースをあげています。 

    機能が重複する公共施設は役場、幌延町保健センター、幌延町生涯学

習センターです。 

 

交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等 

区    分  

H29 道 の 駅 に 関

する勉強会・検討

会 ワ ー ク シ ョ ッ

プ  

役 場 庁 内 会 議

（ H29~30 幌延町

と 宗 谷 地 域 の 交

流・交通拠点整備

に 関 す る 検 討 会

等）  

R4 町民アンケー

ト  
R6 役場庁内会議  

業務スペース     ○  

乳児・乳幼児広場  ○  ○  ○   

多世代交流・  

休憩スペース  
 ○  ○   

授乳室   ○    

健康増進スペース   ○  ○   

 

既存公共施設と重複するスペース等 

区    分  幌延町役場  幌延町保健センター  幌延町生涯学習センター  

乳児・乳幼児広場    中庭  

健康増進スペース   機能訓練室、集団検診室   

 

   ア）業務スペース 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      本スペースは当初、保健福祉課執務スペースとしていましたが、

交流施設と役場を接続することで、職員の迅速な移動や他係との円

滑な連携が図られることから、保健福祉課全体の移動ではなく、教

室や相談等の業務を行うスペースを確保することとします。  

      交流施設で業務にあたる場合は、本庁舎でミーティングを行って

から交流施設内の業務スペースで事務等を行う流れを考えること

とします。 

 

   イ）乳児・乳幼児広場 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町生涯学習センター中庭  

      交流施設内に整備する乳児・乳幼児広場の利用は、小学校入学前

の遊び場を想定しており、すみ分けが可能と考えています。  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      小学校入学前の乳幼児が遊べる滑り台やボールプール、マットや

大型ソフトブロックを備えた広場を考えています。 

      現在、子どもを対象とした遊具広場は、幌延町生涯学習センター

に隣接する幌延深地層研究センター国際交流施設との間の中庭に
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設置していますが野外と同様の構造で、夏期間以外は防寒対策が必

要となります。また、運動能力の異なる就学児童と乳幼児が同じ遊

具を利用することで、怪我や事故の発生が懸念されます。  

      乳幼児にとって安全な場所を確保し、保護者と一緒に安心した場

所でふれあい、身体を使いながら遊ぶことによって、心身の発達を

効果的に促し、母子保健の向上を図ることが期待できます。  

 

   ウ）多世代交流・休憩スペース 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      乳児・乳幼児広場を利用する乳幼児の保護者や家族が、子どもを

見守りながら多世代と交流を深めるスペースを考えています。困り

ごとや悩みの相談、支援などは交流から始まるものもあり、多世代

がつながることによって横の広がりが大きくなり、保健福祉分野の

みではなく多分野にわたる様々な問題を、地域コミュニティ内で解

決することができる可能性があります。 

 

   エ）授乳室 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      子育て世代が利用しやすく、一定時間滞在が可能な交流施設とす

るための機能で、子育て支援環境の充実により利便性が高まり、施

設利用率の向上が期待できます。 

 

   オ）健康増進スペース 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町保健センター集団診察室、機能訓練室  

      現在、高齢者等を対象とした健康教室は、保健センターでの健診

（検診）時に使用する機能訓練室と集団検診室で行っています。交

流施設に健康増進スペースを整備後も引き続き健診（検診）時に使

用することから、すみ分けが可能と考えます。 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      現在、健康教室で使用している保健センター機能訓練室と集団検

診室は、高齢者の参加が増え、運動スペースに余裕がなくなってお

り、現状よりも広いスペースが必要となることや、運動時には映像

を活用した説明の後、映像を見ながら行うことが多く、交流施設に

多目的スペース（パブリックビューイングスペース）と共用での整

備を考えています。 
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  ④ 高齢者福祉機能 

    高齢者が心身ともに健康で生きがいを持ち、自立した人生を送ること

ができるよう支援する機能で、具体的にはカフェスペース、多目的スペ

ース（和室）、多目的スペース（パブリックビューイングスペース）、相

談室、調理実習室、会食スペースをあげています。 

    機能が重複する公共施設は幌延町老人福祉センター、幌延町生涯学習

センター、幌延町保健センターです。 

 

交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等 

区    分  

H29 道の駅に関する

勉強会・検討会ワー

クショップ  

役 場 庁 内 会 議

（ H29~30 幌延町と宗

谷地域の交流・交通

拠点整備に関する検

討会等）  

R4 町民アンケート  

カフェスペース   ○  ○  

多目的スペース（和室）   ○   

多目的スペース（パブリ

ックビューイングスペー

ス）  

 ○  ○  

相談室   ○   

調理実習室   ○   

会食スペース   ○   

 

既存公共施設と重複するスペース等 

区    分  
幌 延 町 老 人 福

祉センター  

幌 延 町 生 涯 学

習センター  

幌 延 町 保 健 セ

ンター  
幌延町役場  

多目的スペース（和室）  

集会・娯楽室、

機 能 回 復 訓 練

室  

   

相談室     
町民相談室、相

談室  

調理実習室   調理実習室  学習指導室   

 

   ア）カフェスペース 

    ａ）重複するスペース等➤なし  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      買い物や散歩の途中の休憩利用、患者輸送車両の待合利用等、誰

もが気軽に立ち寄ることができる開放的な空間とする他、多世代交

流等を行うイベントスペースとしての活用も考えています。  

      交流施設の延床面積を減少させるため、多目的スペース（サード

プレイス）との共用を考えています。 

 

   イ）多目的スペース（和室） 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町老人福祉センター集会・娯楽室、機能

回復訓練室  
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    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      昭和４９年に設置した老人福祉センターは、耐震化が完了してい

ない唯一の公共施設です。そのため、更新に併せ交流施設に機能を

取り入れる必要があります。併設されている「憩いの湯」は生活支

援機能として取り入れました。 

      現在、老人クラブが会合や健康相談等で利用している集会・娯楽

室や機能回復訓練室は多目的スペース（和室）として取り入れたい

と考えています。 

 

   ウ）多目的スペース（パブリックビューイングスペース） 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      高齢者の外出を促し、地域コミュニティ内での孤立や引きこもり

を防止するための機能です。保健福祉課が行う生活支援体制整備事

業（注）では映画等の鑑賞を行っていますが、調理実習や多世代と

の交流イベントと比べ人との関わり合いが少なく、心的負担が軽減

されることから、人との交流が苦手な高齢者の外出の「きっかけ」

のひとつとなります。また、外出による身体機能の維持・増進や運

動不足の解消、気分転換等の効果もあります。 

      生活支援体制整備事業での利用以外にも、誰もが利用できるスペ

ースとしてスポーツ観戦やｅスポーツ、カラオケ等の娯楽を楽しむ

スペースとしての活用が考えられます。なお、本スペースは交流施

設の延床面積を減少させるため、健康増進スペースとの共用を考え

ています。 

      注）生活支援体制整備事業 

        介護保険法に基づく事業で、高齢者が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けることができるよう、皆で支え合う地域づくり

を目的として実施される事業で、本町では、保健福祉課包括支

援係が「まちいちカフェ」として実施している。 

        「まちいちカフェ」は、支え合う体制づくりとして、年齢制

限なく、多世代の誰もが参加可能としており、参加者同士の「お

しゃべり」から拾い上げたアイデアを取り入れ、革細工による

コインケースづくりや映画等の鑑賞等を月１回行っています。

その他にも児童クラブを招いての縁日やカレーライスづくり

を行っています。 

 

   エ）相談室 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町役場町民相談室及び相談室  

      現在、役場には相談室が２室あります。１室は従来からある町民
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相談室で、もう１室は厚生室を用途変更したものです。従来からあ

る町民相談室は役場を訪れる住民のため、交流施設に相談室を整備

後も引き続き利用することとします。 

      厚生室を用途変更した相談室は保健師の執務場所を役場庁舎に

移転した際設置したもので、主に保健福祉課が利用しています。相

談室が役場の奥に位置しているため、訪れる利用者から「ただでさ

え役場には行きにくいのに、重たい気持ちを抱えて役場の職員に見

られながら役場の奥まで行きにくい」との声があります。そのため、

交流施設に相談室が整備された後は、厚生室に戻す必要があると考

えます。 

 

 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      誰もが利用できる共通スペースですが、高齢者福祉機能に必要な

スペースとしてあげています。 

      令和元年１０月、保健と福祉の連携強化を目的に、保健センター

で勤務する保健師等の執務場所を役場庁舎に移転しました。移転後

は、健康や保健、介護に関する相談や手続きは、保健師等が勤務す

る「役場庁舎」で行っていますが、相談に訪れる利用者から「保健

福祉課が役場奥のため、相談に行きにくい」「相談室が廊下の突き

当りにあり、暗い印象を受け、尋問されるようだ」との声があるこ

とから、個人のプライバシーに配慮するためにも必要なスペースで

あると考えます。 

 

   オ）調理実習室 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町生涯学習センター調理実習室  

               ➤幌延町保健センター学習指導室  
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      幌延町生涯学習センターに設置の調理器具は、電気を利用する器

具で、調理台は壁に接して設置されていることから、大勢での調理

には不向きです。また、停電時には使えなくなってしまいます。そ

のため、交流施設にはガスを利用した調理器具を備え、大勢での調

理実習が可能となる調理台を中央に配置することを考えており、す

み分けは可能と考えます。 

      幌延町保健センターに整備の学習指導室（調理実習室）は、高齢

者が集まって調理実習を行うには狭くぶつかり合うこともあり、混

雑や転倒による火傷等の発生が危惧されます。そのため、安全で安

心なスペースとして交流施設内に整備が必要と考えます。  

      交流施設へ調理実習室を整備後、保健センターの学習指導室（調

理実習室）では特産品づくり等を行うスペースとして誰もが利用で

きるよう検討します。 

    ｂ）スペース等を必要とする理由（調理実習室、会食スペース）  

      まちいちカフェ（生活支援体制整備事業）では、簡単な家庭料理

や郷土料理の調理と会食を通じて、多世代に渡る参加者と高齢者が

楽しく取り組むことができる「介護予防」の充実を図っています。 

      調理会食会は、主に幌延町保健センターの学習指導実習室で行っ

ていますが、高齢者が集まって調理するには狭く、ぶつかり合うこ

ともあり、混雑や転倒による火傷等の発生が危惧されます。また、

児童クラブとの交流による調理会食会は、幌延町生涯学習センター

で行っていますが、調理台が中央に位置していないため、大勢での

煮炊きに不便な環境となっています。加えて、会食スペースはどの

施設にも整備されていないことから、安全で安心な環境の下、楽し

く介護予防を図るため必要なスペースとして挙げています。  

      生活支援体制整備事業での利用以外にも、誰もが利用できるスペ

ースとして地元の食材を使った調理会食会や蕎麦打ち等の利用が

考えられます。 

      なお、幌延町生涯学習センターに設置の調理器具は電気を利用す

る器具であることから、停電時には利用できなくなるため、ガスを

利用した調理器具を交流施設に整備し、災害に備えることとします。 

 

  ⑤ 交通拠点機能 

    公共交通の利便性向上や、観光需要拡大による交流関係人口の増加を

図るための機能で、具体的にはバス待合所（沿岸バス、患者輸送車両）

をあげています。 

    機能が重複する公共施設は、高速バス待合所（３南１、幌延十字街バ

ス停留所）です。 
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交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等  

区    分  

H29 道の駅に関する勉

強会・検討会ワークシ

ョップ  

役場庁内会議（ H29~30

幌延町と宗谷地域の交

流・交通拠点整備に関

する検討会等）  

R4 町民アンケート  

バス待合所   ○  ○  

 

既存公共施設と重複するスペース等 

区    分  幌延十字街バス停留所（ 3 南 1）    

バス待合所  高速バス待合所     

 

    ａ）重複するスペース等➤幌延十字街バス停高速バス待合所（３条南１

丁目） 

      都市間高速バスや路線バスの停留所を、幌延十字街（３南１）か

ら交流施設への移転をバス事業者に要望し、バス待合所を整備後撤

去することとします。  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      現在、幌延市街地内（３条南１丁目・幌延十字街）における都市

間高速バス停留所に設置の高速バス待合所は、路線バスの待合所も

兼ねていますが、床面積３．３㎡と狭く、電気やトイレが整備され

ていない状況にあります。 

      交流施設には、患者輸送車両の停留所も兼ねた都市間高速バスや

路線バス待合所の設置を考えており、本町を訪れる観光客等へ観光

案内や移住定住案内を併せて行うことにより、交流人口や定住人口

の増加が期待できます。また、患者輸送車両等の停留所も兼ねるこ

とで、待ち時間の合間を施設内で過ごすことができ、住民の利便性

向上につながります。 

 

  ⑥ 防災機能 

    自然災害発生時における住民の生命、身体等を保護するための機能で、

具体的には備蓄庫（防災資機材倉庫）、福祉避難所、非常用発電設備を

あげています。 

    機能が重複する施設は物品庫（旧中央保育所）、幌延町認定こども園、

幌延町生涯学習センターです。 

    

交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等  

区    分  

H29 道 の駅 に関 する

勉強会・検討会ワーク

ショップ  

役場庁内会議（ H29~30

幌延町と宗谷地域の

交流・交通拠点整備に

関する検討会等）  

R4 町民アンケート  

備蓄庫（防災資機材倉

庫）  

 ○   

福祉避難所  ○  ○   

非常用発電設備   ○   
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 既存公共施設と重複するスペース等 

区    分  幌延町認定こども園  
物品庫（旧中央保育

所）  

幌延町生涯学習セン

ター  

備蓄庫（防災資機材倉庫）  物品庫   

福祉避難所  遊戯室、保育室   
研修室２、学童保育

室  

 

   ア）備蓄庫（防災資機材庫） 

    ａ）重複するスペース等➤物品庫（旧中央保育所） 

      交流施設に整備する備蓄庫は、受け入れる避難者分の備蓄を行う

こととしており、物品庫（旧中央保育所）が担う、各避難所へ輸送

する備蓄品をストックする機能と重複しないと考えます。  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      本施設は、福祉避難所としての機能も併せ持った施設とすること

から、本施設に避難する要配慮者が必要とする災害備蓄品をストッ

クし、本施設が受け入れることが可能な避難者数分の備蓄庫を整備

することとします。 

 

   イ）福祉避難所 

    ａ）重複するスペース等➤幌延町生涯学習センター研修室２及び学童保

育室  

               ➤幌延町認定こども園遊戯室及び保育室  

      現在、幌延町生涯学習センターの要配慮者受入可能人数は１４名、

幌延町認定こども園の要配慮者受入可能人数は１９０人ですが、コ

ロナ禍後の感染予防対策として、避難者と避難者の間に充分な距離

を設けることが求められています。そのため、どの指定避難所も避

難者一人当たりの面積が増え、新たな避難所の開設が求められるこ

とから、すみ分けが可能と考えます。  

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      令和２年１月、北海道内で第１例目の新型コロナウイルス感染者

が確認され、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置期間等を経て、

令和５年５月、５類感染症に移行しました。 

      日常生活に対する行動の制限はなくなりましたが、その間、感染

防止を図るために行った対策によって生活様式に変化がみられ、避

難所でも感染予防対策として、避難者と避難者の間に充分な距離を

設けることが求められています。そのため、どの指定避難所も避難

者一人当たりの面積が増え、受入れ者数の見直しが必要となります

が、本施設は、高齢者や障がい者、妊産婦などの特別な配慮を必要

とする方々安心して生活できるよう、福祉避難所としての位置づけ

を行うこととしました。 
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      また、真夏の猛暑による熱中症対策としてエアコンを設置すると

ともに、真冬の対策として防寒を第１に考え、電源の一部に太陽光

等を利用した再生可能エネルギー発電設備と蓄電池の併用を検討

し、石油ストーブに加え、電気暖房器具も利用可能な暖かい避難所

となるよう整備したいと考えています。 

      避難スペースについては、多目的スペースや乳児・乳幼児広場を

利用することとし、延床面積の減少に努めることとします。  

 

   ウ）非常用発電設備 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      平成３０年９月６日（木）午前３時７分、胆振東部で発生した地

震により、道内２９５万戸が停電となりました。本町でも地震発生

直後から町内全域が停電し、幌延市街地区では約３３時間後の翌７

日（金）午後１２時４０分頃に電力が復旧しました。復旧するまで

の間、行政機能は大幅に低下し、住民生活や経済活動にも大きな支

障が出ました。そのため、幌延町強靭化計画では、「災害時におけ

る行政機能の低下を防止し、応急対策を中心とした業務を継続させ

るため、非常用電源設備の整備と共に十分な燃料の備蓄を促進する」

こととしています。 

      本施設は、災害時、要配慮者のための福祉避難所として位置づけ

ることから、機能低下を最小限にとどめ、避難者の安全・安心を確

保するため、非常用発電設備を設置します。また、現在、役場庁舎

に設置されている非常用発電機は、平成３年（１９９１年）５月に

設置されたもので、令和６年（２０２４年）５月で３３年を経過し、

法定耐用年数である１５年を大幅に超えている他、国土交通省が定

める営繕所基準の耐用年数３０年をも超えるため、更新の時期を迎

えています。発電機容量が低く（定格出力は５０ＫＶＡ、定格電圧

は２００Ｖ）、胆振東部地震の影響による長時間停電の際は、非常

灯と一部の電話を利用するのみの電源となり、災害時における行政

機能は大幅に低下しました。そのため、幌延町強靭化計画では、「災

害時における行政機能の低下を防止し、応急対策を中心とした業務

を継続させるため、非常用電源設備の整備と共に十分な燃料の備蓄

を促進する」こととしています。 

      役場庁舎の非常用発電機の更新にあたっては、役場庁舎単独で行

うよりも、交流施設で整備する非常用発電設備から送電した方が安

価であるとの考えから、役場庁舎分の使用電力量を加えて整備し、

防災機能の向上と経費の削減を図ろうと考えています。  
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  ⑦ その他 

    地球環境の保全や、限りある資源の有効活用による防災機能の強化と

して、付帯する設備に、再生可能エネルギー発電設備をあげています。

具体的には太陽光・風力発電システム、蓄電池の導入等を検討していま

す。また、近年の猛暑による熱中症対策として、エアコンの設置も検討

しています。 

    その他、保健や福祉を主体とした交流施設の性質上、幌延町社会福祉

協議会の移転や施設の管理・運営を行う法人等の入居を考慮し、事務ス

ペースを確保します。 

    機能が重複する施設は幌延町産業・地域振興センターです。  

 

交流施設に必要なモノとしてあげられた会議等  

区    分  

H29 道の駅に関

する勉強会・検

討会ワークショ

ップ  

役 場 庁 内 会 議

（ H29~30 幌 延

町と宗谷地域の

交流・交通拠点

整備に関する検

討会等）  

R4 町民アンケ

ート  

R6 創生会議構

成団体への意見

聞取り時  

再生可能エネルギー

発電設備  
  ○   

蓄電池    ○   

エアコン      

 

   ア）再生可能エネルギー発電設備、蓄電池 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      本施設の電源として、太陽光や風力等の再生可能エネルギーの利

用を検討し、蓄電池を併用する等、非常時の電源対策も考慮しなが

ら災害に強く、平常時には地球に優しい交流施設とします。  

 

   イ）エアコン 

    ａ）重複するスペース等➤なし 

    ｂ）スペース等を必要とする理由 

      本施設は乳児から高齢者までが利用する多世代交流施設である

と共に、福祉避難所としての役割を担うことから、地球温暖化によ

る猛暑により発生が懸念される熱中症対策として、エアコンを設

置することとし、クーリングシェルターとしての位置づけも考慮

することとします。加えて環境省が進めるクールシェアを推進し、

各家庭の電気使用量の削減に寄与し、省エネ・節電により地球温暖

化を防ぐ取組みも進めたいと考えています。 

 

 

 



 

26 

 

  ⑺ 第６次幌延町総合計画前期基本計画との整合性 

    管理計画では、施設を更新する場合は、総合計画との整合性を保つよ

う定めています。 

    本施設は、持続可能なまちづくりに必要な複合機能を備えた多世代交

流施設として整備を行うもので、第６次幌延町総合計画前期基本計画

（以下「前期計画」という。）と次のとおり整合しています。  

  なお、体系図は別紙１のとおりです。 

 

   ① 基本構想、基本計画（概略設計）、実施設計の策定  

     基本構想等の策定は、基本目標１「持続可能なまちづくりを進める」

のうち「協働のまちづくりの推進」に基づき、地域課題の共有・検討

を図るため、住民参画の体制により行います。 

 

   ② 交流施設整備、生活支援機能 

     本施設の整備は基本目標１「持続可能なまちづくりを進める」のう

ち「コミュニティ施設の整備」に基づき行うもので、住民生活を支援

する機能としてコインランドリーや温浴施設等の設置をあげていま

す。 

 

   ③ 観光情報発信機能 

     観光情報発信機能については、基本目標２「活力と賑わいを創る」

のうち「観光ＰＲの充実」と基本目標１「持続可能なまちづくりを進

める」のうち「移住・定住に関する情報提供・発信」を併せて行うも

ので、観光案内所で移住・定住情報を発信するものです。 

 

   ④ 保健福祉機能 

     保健福祉機能については、基本目標３「健やかな暮らしを共に支え

る」のうち「母子保健事業の推進」や「成人保健事業の推進」「健康

づくり活動の推進」に基づき行うもので、乳児・乳幼児広場や健康増

進スペース等の設置をあげています。 

 

   ⑤ 高齢者福祉機能 

     高齢者福祉機能については、基本目標３「健やかな暮らしを共に支

える」のうち「老人福祉センター等の整備」や「高齢者活躍の場の創

出」「社会参加と生きがいづくりの促進」「地域包括ケアシステムの推

進」に基づき行うもので、カフェスペースや多目的スペース（和室）、

パブリックビューイングスペース等の設置をあげています。 
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   ⑥ 交通拠点機能 

     交通拠点機能については、基本目標５「豊かな自然と安全を守る」

のうち「住民生活交通対策の充実」に基づき行うもので、バス待合所

の設置をあげています。 

 

   ⑦ 防災機能 

     防災機能については、基本目標５「豊かな自然と安全を守る」のう

ち「防災基盤の整備」や「幌延町強靭化の推進」に基づき行うもので、

福祉避難所や備蓄庫、非常用発電設備の設置をあげています。 

     なお、福祉避難所の設置にあたっては、基本目標３「健やかな暮ら

しを共に支える」のうち「災害時の支援体制の強化」に基づき行う、

避難行動要支援者関連事業との連携を図る必要があります。 

 

   ⑧ 付帯設備 

     付帯設備として基本目標５「豊かな自然と安全を守る」のうち「省

資源・省エネルギーの推進」に基づき行う再生可能エネルギー発電設

備の設置をあげています。 

 

  ⑻ 交流施設の規模 

    施設の規模は、今後の人口減少を見込み、公共施設を適切に維持・管

理していくため、管理計画が示している建築系公共施設の延床面積１

０～３０％の削減を踏まえ、交流施設が必要とするスペース等につい

て、既存施設が有するスペースと同程度の規模を基本に積算すること

とします。また、柱の数を減らし、可動式の間仕切りの利用によって室

をつくる等、限られた空間を有効的に利用し、延床面積の減少に努めた

いと考えています。 
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  ⑼ 概算延床面積について 

    延床面積を積算するため、既存既設と重複するスペースは既存施設と

同程度の面積とし、既存施設と重複しないスペースについては新たに加

える面積とした他、他のスペースと共用できるスペースの整理を行い、

次のとおりまとめました。 
 

概算延床面積一覧表                        （単位：㎡）  

区          分  床面積  備      考  

生活支援機能  670 ㎡（更： 340 ㎡、新： 50 ㎡、複： 280 ㎡）  

 コインランドリー  新  50 プレハブ等で屋外設置も検討  

多目的スペース（サードプレイス）  新   カフェスペースと共用  

会議室  複  90 役場大会議室と同規模（ 93.7 ㎡）  

温浴施設  更  280 老人福祉センターは 173.5 ㎡  

温浴施設（ボイラー）  更  60 老人福祉センターは 42.8 ㎡  

事務スペース（ 95 ㎡×2 室）  複  190 役場総務企画課（ 1 階）と同規模（ 90 ㎡）  

ゆったり駐車場  外   延床面積にカウントしない  

電気自動車充電設備  外   延床面積にカウントしない  

ＷｉＦｉ機能  外   延床面積にカウントしない  

無料充電設備  外   延床面積にカウントしない  

観光情報等発信機能  0 ㎡（更： 0 ㎡、新： 0 ㎡、複： 0 ㎡）  

 観光案内  複  
 バス待合所に情報を掲示  

 移住定住情報  複  

保健福祉機能  290 ㎡（更： 0 ㎡、新： 90 ㎡、複： 200 ㎡）  

 業務スペース  複  90 役場総務企画課（ 1 階）と同規模（ 90 ㎡）  

乳児・乳幼児広場  
複  200 

幌 延 町 生 涯 学 習 セ ン タ ー 中 庭 と 同 規 模

（ 201.3 ㎡）  多世代交流・休憩スペース  

授乳室  複   
延床面積削減のため置き型を利用（ 20 ㎡程

度）  

健康増進スペース  複   多目的スペース（ PV）と共用  

高齢者福祉機能  730 ㎡（更： 80 ㎡、新： 610 ㎡、複： 40 ㎡）  

 カフェスペース  新  150 サードプレイスと共用  

多目的スペース（和室）  更  80 
老人福祉センター機能回復訓練室と同規模

（ 82.32 ㎡）  

多目的スペース（パブリックビューイ

ングスペース）  
新  300 

役場大会議室＋小会議室（ 93.7 ㎡＋ 51 ㎡

=144.7 ㎡）  

相談室  複  40 役場町民相談室（ 18.48 ㎡）×2 室  

調理実習室  新  80 保健センター学習指導室は（ 58.58 ㎡）狭い  

会食スペース  新  80  

交通拠点機能  200 ㎡（更： 0 ㎡、新： 200 ㎡、複： 0 ㎡）  

 
バス待合所  新  200 

観光案内所と共用（高速バス待合所は 3.3

㎡）コンビニスペースを確保  

防災機能  160 ㎡（更： 0 ㎡、新： 160 ㎡、複： 0 ㎡）  

 
備蓄庫（防災資機材庫）  新  40 

幌 延 町 生 涯 学 習 セ ン タ ー 物 品 庫 と 同 規 模

（ 39.02 ㎡）  

福祉避難所  外   各スペースと共用のためカウントしない  

非常用発電設備  新  120 
役場機械室＋電気室＋ポンプ室と同規模（機

76.8 ㎡＋電 30.8 ㎡＋ 13.6 ㎡）  

その他  140 ㎡（更： 50 ㎡、新： 0 ㎡、複： 0 ㎡）  

 再生可能エネルギー発電設備  外   
屋外設置のためカウントしない  

蓄電池  外   

トイレ（男）  更  20 幌生学習センター  15.9 ㎡  

トイレ（女）  更  20 幌生学習センター  15.9 ㎡、  

トイレ（多目的）  更  10 幌生学習センター  9 ㎡  

合計  2,100 ㎡   2,100  

 更新する機能分   470  

 新しい機能分   1,110  

複合する機能分   520  

 ※  区分欄における「更」は老人福祉センターの更新に併せて整備するスペース等。「新」は既存施設にはな

い新しい機能やスペース等。「複」は既存施設と複合する機能やスペース等。「外」は延床面積に合算しな

い機能やスペース等。  
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    管理計画に基づく検討、評価によって施設廃止とし、新規施設として

複合化を検討することとした老人福祉センターの延床面積は次のとお

りです。また、延床面積６３６．３４㎡に削減率を乗じた延床面積もそ

れぞれ算出しています。 

 

施   設   名  

代表

取得

年度  

延床面積

（㎡）  

取得価格等  

（千円）  

Ｒ２年度

末減価償

却累計額

（千円）  

Ｒ２年度

末減価償

却率

（％）  

※参考  

Ｒ４年度

管理費

（千円）  

幌延町老人福祉センター  S49 636.34 178,372 115,099 64.5 20,304 

延床面積１０％減   572.71     

延床面積２０％減   509.07     

延床面積３０％減   445.44     

 

    交流施設における概算延床面積の合計は２，１００㎡で、そのうち老

人福祉センターの更新に併せて整備するスペース等は４７０㎡、新たな

機能等として加える面積は１，１１０㎡を見込み、複合する機能の面積

は５２０㎡となりました。 

    管理計画では、建築系公共施設の延床面積を令和３８年度まで１０～

３０％削減する目標としており、老人福祉センター機能の更新分につい

ては、２６．１％の削減となりました。しかし、他の公共施設と重複す

る機能や新しい機能分を加えると大幅な面積増となってしまうため、施

設整備費の削減や維持・管理経費の抑制に努めたいと考えています。 

 

概算延床面積比較表                           （単位：㎡） 

区分  延床面積  

 

更新する機能  

新 し

い 機

能  

他 の 公

共 施 設

と 重 複

す る 機

能  

浴場  
ﾎ ﾞ ｲ ﾗ ｰ

室  

機 能 回

復 訓 練

室  

ﾄｲﾚ（男

女 、 多

目的）  

その他（集

会・娯楽室

他）  

合計  

幌 延 町

老 人 福

祉 セ ン

ター  

636.34 173.5 42.8 82.3 32.5 305.24 636.34   

交 流 施

設  

2,100.00 280.0 60.0 80.0 50.0  470.00 1,110 520 

増減  1,463.66 106.5 17.2 ▲ 2.3 17.5 ▲ 305.24 ▲ 166.34 1,020 610 

減少率        26.1%   

 

  ⑽ その他の面積について 

   ① 電気自動車充電設備 

     現在、役場敷地内に設置されている電気自動車充電設備は１台で、

面積は、約１０㎡（５ｍ×２ｍ）です。交流施設に設置する場合も同

程度の面積が必要となります。（別紙２） 
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   ② ゆったり駐車場 

    ア）駐車台数 

      駐車台数は、老人福祉センターと保健センターの駐車台数を基準

に一般車４０台とし、施設の近くに車いす用３台を設けることとし

ます。 

 

区     分  
駐車台数（台）  備       考  

一般  車いす   

老人福祉センター  6 1  

保健センター  32 2  

合計  38 3  

 

    イ）駐車区画サイズと面積 

      役場駐車場の駐車サイズは、幅員２．５ｍ、長さ５．０ｍです。

役場駐車場に駐車した場合の、それぞれの車種のゆとり幅は次のと

おりとなります。 

 

区    分  

車の平均サイズ  

(m) 

役場駐車場サイズ

(m) 

ゆとり幅  

(cm) 

全幅  全長  幅員  長さ  幅員  長さ  

軽自動車  1.48 3.4 

2.5 5.0 

102 160 

小型自動車  1.70 4.1 80 90 

普通自動車（中型） 1.70 4.7 80 30 

普通自動車（大型） 1.85 5.0 65 0 

ワンボックス  1.70 4.8 80 20 

 

      ゆったり駐車場は、高齢者や乳幼児を連れた方々等、誰もが駐車

しやすく乗り降りしやすい区画とするため、区画線をシングルから

ダブルにし、横幅にゆとりをもたせることとします。（別紙２）ま

た、大型の普通自動車は駐車の際、長さに余裕がないことから１ｍ

延ばすこととします。 

      区画線をシングルからダブルにすることで、得られるゆとり幅は

次のとおりとなります。また、駐車面積は、区画の配置によって異

なりますが、１台約２１㎡必要で、対面する区画と区画の間に車路

を設けるため、２０台で５９５㎡、４０台で１，６００㎡が必要と

なります。（別紙２） 

 

区    分  
車の平均サイズ (m) ダブルライン (m) ゆとり幅 (m) 

全幅  全長  幅員  長さ  幅員  長さ  

軽自動車  1.48 3.4 

3.5 6.0 

2.02(1.01) 2.6 

小型自動車  1.70 4.1 1.8(0.9) 1.9 

普通自動車（中型） 1.70 4.7 1.8(0.9) 1.3 

普通自動車（大型） 1.85 5.0 1.7(0.85) 1.0 

ワンボックス  1.70 4.8 1.8(0.9) 1.2 

 ※  ゆとり幅の（ ）は区画内中央に駐車した場合の片側の余裕幅。  
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   ③ 蓄電池 

     交流施設等の電力使用量により蓄電池の規模が変わってくるため、

必要な面積は現在未定です。 

 

  ⑾ 面積のまとめ 

    施設内における各スペースの整備面積と、ゆったり駐車場等の外構部

分を合わせた施設全体の概算面積は、次のとおりです。  

 

 交流施設全体における概算面積一覧表（施設整備＋外構）      （単位：㎡） 

区      分  面  積  主なスペース等  

施設  

生活支援機能  480 コインランドリー、温浴施設等  

観光情報等発信機能  0 観光案内、移住定住情報発信  

保健福祉機能  290 
業務スペース、乳児・乳幼児広場、健康増進スペース

等  

高齢者福祉機能  730 
カフェスペース、 PV スペース、調理実習室、会食ス

ペース等  

交流拠点機能  200 バス待合所（観光情報等発信も実施）  

防災機能  160 備蓄庫、非常用発電設備、福祉避難所指定  

その他  240 事務スペース、再生可能エネルギー、蓄電池等  

計  2,100  

外構  

電気自動車充電設備  10  

ゆったり駐車場  1,600 40 台  

蓄電池  未定   

計  1,610  

合計   3,710  
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８ 整備場所について 

  ⑴ 整備場所について 

    創生会議では、案３、案４の割合が高く、構成団体との懇談では案６

での整備を求める意見が多数を占めましたが、行政課題としてバス待

合室の整備や役場非常用発電機の更新があります。 

    非常用発電機は役場単独で整備・更新するよりも、交流施設で整備し

たものから役場に電気を供給した方が安価に済むため、案３、案４の場

所で整備することとします。また、交流施設への移動を迅速化するため、

渡り廊下等で役場と接続し整備することとします。 

    なお、整備にあたっては、役場職員住宅が支障となりますが、職員住

宅は、昭和４６年から昭和５１年にかけて建築されたもので老朽化が

進んでいることから、移転計画等を策定し、敷地造成を進めることとし

ます。 

 

 

 

  ⑵ 土地の状況、支障物件等 

   ① 敷地面積について 

     ゆったりとした駐車スペースを確保し、キッチンカーの出店や屋外

でのイベント、冬季間における堆雪スペース等を考慮し、敷地は下図

の黄色いラインで囲んだ部分、約５，０００㎡（４，９３８．１０㎡）

を予定します。 

     予定する敷地内の土地所有者は幌延町で、交流施設整備のため、民

間から収用する土地はありません。筆数は１２筆で、一筆、町道３条
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仲通線の終点を含みますが、その他の地目は宅地となります。（別紙

３） 

 

 

 

敷地面積等概要表                    （単位：㎡）  

敷地面積  

(a) 

   
余裕度  

(a)-(b) 建物延床面積  外構目面積  
合計  

(b) 

4,938.10 2,100 1,610 3,710 1,228.1 

 

   ② 地層や地盤について 

     本町では広く泥炭土が分布していますが、案３、案４付近はヨシ等

の低位泥炭地層です。また、過去実施した案付近でのボーリング調査

結果は次のとおりです。（別紙４） 

 

（単位：ｍ） 

区分  事    業    名    等  
Ｎ  値  

20～ 30 30～ 40 40～ 50 50 以上  

整備

場所  

平成元年度  役場庁舎建設地質調査  NO.3 11～ 12 19～ 21 22～ 23 なし  

平成元年度  役場庁舎建設地質調査  NO.4 11～ 13 18～ 20 22～ 25 25.14～ 

平成元年度  役場庁舎建設地質調査  NO.6 11～ 12 18～ 22 22～ 24 28.15～ 

昭和 49 年  幌延川河川改修工事土質調査  NO.1 15 －  －  なし  

参考  

平成元年度  役場庁舎建設地質調査  NO.1 11～ 12 15～ 16 20～ 21 22～ 23 

平成元年度  役場庁舎建設地質調査  NO.2 17～ 18 19～ 22 22 23 

平成元年度  役場庁舎建設地質調査  NO.5 11～ 12 16～ 17 21～ 23 なし  

昭和 49 年  幌延川河川改修工事土質調査  NO.2 11 15 －  なし  

昭和 49 年  幌延川河川改修工事土質調査  NO.3 12、 15 －  －  なし  
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     Ｎ値は地番の硬さを示す指標で、Ｎ値が高いほど地盤の強度も強く

なり、建物の安定性に影響を与えます。Ｎ値の目安は次のとおりです。 

 
Ｎ  値  摘              要  

１０～３０  
基本的に基礎地盤として考えられ、Ｎ値２０以上が望ましい基礎地盤とさ

れている。  

３０～５０  Ｎ値３０～５０の砂質土は、中小構造物の基礎地盤として適している。  

５０以上  大型建造物に適した非常に強固な地盤。  

 

     整備場所においては、中小構造物に適した基礎地盤となるＮ値３０

～５０の砂質土が、深度１８ｍから２２ｍにかけて分布しています。

また、大型建造物に適したＮ値５０以上は、２５ｍ～２８ｍ付近に分

布しています。 

 

   ③ 水道管と下水道管について 

     整備場所における水道管、下水道管の敷設状況は別紙５、別紙６及

び次のとおりです。下水道管については国の補助事業で敷設している

ため、撤去の場合は補助金の返還となる可能性があります。  

 

区分  水  道  管  下  水  道  管  

整備  

場所  

VPW φ 100 L= 60m 程度  

VPW φ  50 L=162m 程度  

VPW φ  20 L= 55m 程度  

VPW φ  13 L= 17m 程度  

町道 3 条線と 4 条線の間に VUφ 200・

130m 程度。町道 4 条線側から職員住

宅へ VUφ 200・ 5m 程度。  

    ※ VPW：塩ビ管。 VU：塩ビ管。 

 

   ④ 職員住宅について 

     整備場所については、役場職員住宅の解体、撤去が必要となります。

解体、撤去が必要な職員住宅数は、１棟２戸が４軒です。（別紙７） 

     住宅の概要や解体、撤去概算費用は次のとおりです。（Ｒ６．３月

末現在、約１２．１千円/坪） 

 

図面  

番号  

建設  

年度  
構   造   等  

面積  

（㎡）  

解体等概算費用  

（千円）  

①、②  S47 ブロック造平屋建て  1 棟 2 戸  113.40 4,200 

③、④  S51 ブロック造平屋建て  1 棟 2 戸  125.86 4,700 

⑤、⑥  S46 ブロック造平屋建て  1 棟 2 戸  113.40 4,200 

⑦、⑧  S46 ブロック造平屋建て  1 棟 2 戸  114.13 4,200 

合計   4 棟 8 戸  466.79 17,300 

 

   ⑤ 立木について 

     整備場所については、立木の伐木・伐根処理が必要となります。（別

紙７） 

     立木の処理数は案３と案４については１６３本です。胸高直径や樹

高等は測定していないことから材積は算出していませんが、樹種等は
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次のとおりです。 

 

                                  （単位：本） 

区分  トドマツ  シラカバ  サクラ  
ア カ エ ゾ

マツ  
針葉樹  広葉樹  ヒバ  合計  

本数  26 3 2 21 1 6 104 163 

 

   ⑥ その他 

     整備場所には、町道３条仲通線の終点が位置しており、町道を一部

廃止する必要があります。加えて同区域の隣接地（役場側）には、地

震の際、震度を観測するための地震計が設置されている他、合併処理

浄化槽（Ｌ２，５００×Ｗ１４，７２０×Ｈ３，５８０）も残置処理

されているため撤去が必要となります。 

 

９ 概算事業費 

  概算事業費の積算には、建物の構造も関係します。建物の構造には鉄筋コ

ンクリート造（ＲＣ造）や鉄骨造（Ｓ造）、木造等があります。基本計画（概

略設計）策定時に耐久性や防振性等に優れた施設となるよう、階数や地盤の

状況等を考慮し構造を決定する他、利用者の利便性の向上を図るため、効率

的な動線に配慮しながら、導入する機能や設備、室数等によって概略設計を

行い、概算事業費を積算します。また、概略設計にあたっては、エントラン

スやロビー、トイレ等の共有可能な空間は可能な限り共有を図り、壁で仕切

られた単一的な目的で設置される室ではなく、可動式間仕切り等を利用した

多目的スペースの室づくりを基本とし、事業費の削減を図ることとします。 

  なお、近隣町村において整備されている類似施設の事業費は次のとおりで

す。 

 

年度  名    称  構    造  
延床面積  

（㎡）  

事業費  

（千円）  

平米単価  

（千円 /㎡） 

H30 
遠別町ｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱ 

多世代交流ｾﾝﾀｰ 
鉄骨造平屋建て  799.38 263,736 329.9 

R3 苫前地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
鉄骨造 3 階建て一部鉄筋ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ造 
1,399.28 505,823 361.5 

 鉄骨造平均     350.0 

R3 
小平町多目的防災  

交流施設  

RC 造 2 階建一部木造平屋

建て  
1,385.27 627,737 453.2 

R5 稚咲内生活館  木造平屋建て  243.00 117,000 481.5 

 全体平均     395.7 

参考       

H27 問寒別生涯学習ｾﾝﾀｰ 鉄骨造平屋建て  774.42 573,439 740.5 

 

  参考として、近隣町村において整備された施設の平均値を基に、予定して

いる交流施設（面積２，１００㎡）の概算事業費を算出した場合、鉄骨造で
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７３５，０００千円、鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）で９５１，７２０千円、

木造で１，０１１，１５０千円となります。また、本町問寒別地区で、平成

２７年度に整備した生涯学習センターの㎡単価を基にした場合は、１，５５

５，０５０千円となります。 

 

年  度  構  造  
平均平米単価  

（千円 /㎡）  

交流施設の概

算面積（㎡）  

概算事業費  

（千円）  
備  考  

H30、 R3 鉄骨造  350.0 2,100 735,000 遠別町、苫前町  

R3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造  453.2 2,100 951,720 小平町  

R5 木造  481.5 2,100 1,011,150 豊富町  

参考       

H27 鉄骨造  740.5 2,100 1,555,050 問寒別  

 

10 財源等 

  交流施設の整備に対する財源は、過疎対策事業債、緊急防災対策事業債等

の国から財政措置がある有利な地方債を利用する他、各種補助制度を活用し、

自主財源の削減に努めたいと考えています。また、ふるさと創生基金や公共

施設等整備資金等の活用により一般会計への繰入れを行い、住民負担の軽減

を図ります。 
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11 基本計画（概略設計）等の業務委託先選定方法について 

  基本構想樹立後は、基本計画（概略設計）や実施設計業務を委託しますが、

業務の委託先選定方法には「入札方式」「プロポーザル方式」「コンペ方式」

等があります。 

  交流施設の設計には、施設の特性や発注者（町）の意図を理解し、適切に

設計に反映できる業者を選定することが重要になります。選定方法にはそれ

ぞれメリット、デメリットがあることから最適な方式を検討します。  

 

  設計業務における業者の主な選定方法  

選定方法  特    長  メリット  デメリット  

一般競争入札   不特定多数の業者か

ら入札参加者を広く募

り、競争入札によって

最も価格が安価な業者

を選定する。  

 不特定多数の業者の

参加により、競争性が

高まり、安価な契約と

なる。  

 業務能力の劣る業者

や不誠実な業者を排除

することが困難。  

 価格のみの競争とな

るため、必ずしも優れ

た設計を行う業者に決

定するとは限らない。  

指名競争入札   入札参加を希望する

業者のうち、選定基準

を満たす業者を実績等

を考慮し選定・指名し、

競争入札により価格が

最も安価な業者を選定

する。  

 一定の基準のもと、

実績のある業者等を指

名し入札を行うので、

業務能力の劣る業者や

不誠実な業者を排除す

ることができる。  

 価格のみの競争とな

るため、必ずしも優れ

た設計を行う業者に決

定するとは限らない。  

設計協議方式  

（ｺﾝﾍﾟ）  

 交流施設設計案の提

案を受け、優れた設計

を行った業者を選定す

る。  

 価格ではなく、具体

的な設計案の中から、

優れた案を選ぶことが

できる。  

 提案作成に時間と費

用を要する。（参加全社

に設計料を支払う必要

がある。）  

 審査・評価を行う体

制・知識及び時間を要

する。  

 設計案を選ぶため、

その後の設計過程にお

いて、選ばれた設計案

に拘束される。  

技術提案方式  

（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ） 

 交流施設整備に対す

る 設 計 体 制 や 実 施 方

法、考え方等について

技術的な提案を受け、

優れた提案を行った業

者を選定する。  

 価格ではなく、提案

により設計者を選定で

きる。  

 具体的な案を選定し

ないので、その後の設

計過程において当初の

提案に拘束されない。  

 コンペと比較して、

提案に時間と費用を要

さない。  

 審査・評価を行う体

制及び時間を要する。  

 設計者の選定におい

て、透明性や公平性に

対 す る 説 明 責 任 が 必

要。  

 

12 施設の管理・運営について 

  交流施設の管理運営については、町の直営方式や法人等への一部業務委託、

指定管理者制度を利用した法人や団体への維持・管理・運営委託が考えられ
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ます。 

  今後、基本計画（概略設計）を策定するにあたり、交流施設の目的や温浴

施設の維持管理等に対する現状等を踏まえ、検討を進める必要があります。 

 

13 交流施設供用開始までの流れ 

  令和５年度から令和６年度にかけて、基本的な機能や施設の規模、位置等

を定めた基本構想を策定します。 

令和７年度は、基本構想に基づき、施設の外観や内部の配置、構造や設備

等を検討し、概算工事費を算定する基本計画（概略設計）を策定します。  

令和８年度は、工事に必要な詳細図面の作成や建設工事費の積算等を行う

実施設計を行います。 

令和９年度から１０年度にかけて、敷地の造成や建設工事を行い、令和１

１年４月の供用開始を目指しています。 

 

年度  令和５  令和６  令和７  令和８  令和９  令和 10 令和 11 

区分  基本構想  
基本計画  

（概略設計）  
実施設計  建設工事  供用開始  

 

14 おわりに 

  基本構想を定めた後、基本計画（概略設計）や実施設計を行いますが、設

計の段階においても利用する住民の方々に意見をいただきながら「適度な距

離感を持って」「乳幼児から高齢者までの誰もが」「気軽に立ち寄って、過ご

しやすい」施設づくりに取り組んでいきたいと考えています。  

  また、本施設を中核に据えた町の事業展開を考えた場合、こどもや母親に

対する相談や支援、日常生活に不安を抱くひとり暮らしのお年寄りや高齢夫

婦世帯が、安心して生活を送ることができる住宅整備等の取組みが考えられ

ます。 

  住民の暮らしやすさを高めるためには、適度な距離感を持って住民同士が

ふれあい、支え合うことが重要です。多世代との交流により、子どもにとっ

ては孤独緩和、社会性の習得、思いやりの心が醸成され、高齢者にとっては、

社会参加、認知症の予防、生きがいや楽しみにもなります。また、災害時に

は互いの命を守り、高齢者や子どもたちの見守りにも繋がります。 

  今後も限られた人口と予算の中で、多世代交流を通じて住民同士が繋がり

支え合うことで、安全・安心を実感し、愛着をもって住み続けられるまちづ

くりを進めたいと考えています。 

 

 



第６次幌延町総合計画前期基本計画との整合性

まちの将来像は：共に拓き、共に創り、未来へつなぐ！～笑顔と希望に満ち溢れるまち　ほろのべ～

将来像の実現には：町内に住み、または町内で働き、学び、活動する人々が、安心して暮らし、活動し続けられるまちである必要がある。

将来像の実現に向け：産業を守るとともに、住民の暮らし向きを良くして、地域の持続可能性を高めるまちづくりを進める。

まちづくりの方法を五つの柱に分け、第６次総合計画に定めて実施する。

人権相談・支援の充実

居住環境の整備・住宅支援

交流人口の拡大及び愛着の醸

成

関係人口の拡大

人権尊重・男女共同参画の推

進
人権教育・啓発の推進 人権教育・啓発活動の推進

ゆったり駐車場 電気自動車充電設備 Ｗｉ-Ｆｉ機能 無料充電設備

活動団体と人材の育成

協働のまちづくりの推進
基本構想、基本計画、

実施計画

持続可能なまちづくりと地域

集落づくり

移住・定住の促進 移住・定住の促進
移住・定住に関する情報提

供・発信

広聴・広報活動の充実 広聴活動の充実

広報活動の充実

情報公開と協働のまちづくり

の推進
情報公開の推進

個人情報保護の推進

事務スペース

１　持続可能なまちづくりを進める

（地域づくり・行財政運営）
協働のまちづくりの推進 コミュニティ活動と人づくり コミュニティ活動の活性化

コインランドリー サードプレイス 温浴施設 会議室

コミュニティ施設の整備 拠点施設整備

別紙１



担い手の育成と確保

酪農を核とした高付加価値化 ６次産業化・複合経営の促進

環境と調和のとれた農業の振

興

森林づくりの推進 豊かな森林の整備

町営草地の利用促進

乳質改善の推進

生産力の向上

担い手の確保 営農指導体制の強化

酪農支援組織の充実

財源の確保

広域行政の推進 宗谷定住自立圏の振興

一部事務組合と広域連携

２　活力と賑わいを創る（産業振

興・雇用）
農林業の振興 生産基盤の強化 生産基盤整備の推進

職員配置と定員の適正化

職員の資質向上

民間委託と指定管理者制度の

推進

行政情報システムの整備

健全な財政運営の推進 健全な財政運営

男女共同参画社会の推進 男女平等意識の向上

男女共同参画社会の形成

効率的・効果的な行財政運営 効率的な行政運営の推進 行政改革の推進

※ 第６次幌延町総合計画前期計画との整合性

幌延町交流拠点施設については、第６次幌延町総合計画前期基本計画（以下「前期計画」という）に基づ

き整備を行うもので、持続可能なまちづくりに必要なコミュニティ施設として「複合機能を備えた多世代交

流施設」の整備を目指し、次のとおり整合性を図っています。

基本構想の策定

基本構想の策定は、基本目標１「持続可能なまちづくりを進める」のうち「協働のまちづくりの推進」に

基づき、基本構想や基本計画、実施設計を行います。

複合施設整備、生活支援機能

本施設の整備は基本目標１「持続可能なまちづくりを進める」のうち「コミュニティ施設の整備」に基づ

き行うもので、住民生活を支援する機能としてコインランドリーや温浴施設、多目的スペース等の整備を行

います。

観光情報発信機能

観光情報発信機能については、基本目標２「活力と賑わいを創る」のうち「観光ＰＲの充実」と基本目標

１「持続可能なまちづくりを進める」のうち「移住・定住に関する情報提供・発信」を併せて行うもので、

観光案内所で移住・定住情報を発信するものです。また、ゆったり駐車場を活用した屋外イベントの開催も

考えています。

保健福祉機能

保健福祉機能については、基本目標３「健やかな暮らしを共に支える」のうち「母子保健事業の推進」や

「成人保健事業の推進」「健康づくり活動の推進」に基づき行うもので、乳児・乳幼児広場や健康増進ス

ペース等の設置をあげています。

高齢者福祉機能

高齢者福祉機能については、基本目標３「健やかな暮らしを共に支える」のうち「老人福祉センター等の

整備」や「高齢者活躍の場の創出」「社会参加と生きがいづくりの促進」「地域包括ケアシステムの推進」

に基づき行うもので、カフェスペースや多目的スペース（和室）、パブリックビューイングスペース等の設

置をあげています。

交通拠点機能

交通拠点機能については、基本目標５「豊かな自然と安全を守る」のうち「住民生活交通対策の充実」に

基づき行うもので、バス停留所の設置をあげています。

防災機能

防災機能については、基本目標５「豊かな自然と安全を守る」のうち「防災基盤の整備」や「幌延町強靭

化の推進」に基づき行うもので、福祉避難所や備蓄庫、非常用発電設備の設置を挙げています。なお、福祉

避難所の設置にあたっては、基本目標３「健やかな暮らしを共に支える」のうち「災害時の支援体制の強

化」に基づき行う避難行動要支援者関連事業との連携を図る必要があります。

付帯設備

付帯設備として基本目標５「豊かな自然と安全を守る」のうち「省資源・省エネルギーの推進」に基づき

行う再生可能エネルギー発電設備の設置をあげています。



雇用環境緒の改善

通年雇用の促進

関連施設の誘致

再生可能エネルギー産業の育

成
風力発電事業の推進

バイオマス産業都市構想の推

進

企業誘致・起業の促進

雇用対策・消費者対策の推進 勤労者福祉の推進 福利厚生の充実

観光イベントの充実

観光振興の体制づくり

多様な交流活動

新産業の創出と企業誘致の推

進

深地層研究の推進と関連施設

の誘致
深地層研究の推進

観光施設の整備

広域観光の推進

観光ＰＲとイベントの充実 観光ＰＲの充実 観光案内所 ゆったり駐車場の活用

技術開発の促進

建設業と鉱業の振興

特産品の創出と販売促進

観光・交流人口の拡大
観光資源の発掘と広域観光の

推進
観光資源の発掘

魅力ある森林づくり

商工業の活性化 魅力ある商店街づくり 商店街の活性化

経営基盤の強化

活力ある地場企業の育成と振

興
地場企業の支援と育成



災害時の支援体制の強化

高齢者福祉サービスの推進 高齢者生活支援事業の推進

緊急通報体制の確保

老人福祉センター等の整備

福祉制度の情報提供

地域福祉推進体制の充実 関係機関・団体との連携

多様な主体による支え合い活

動の活性化

地域福祉環境の整備

成年後見・権利擁護制度の利

用促進

健康増進スペース

地域医療の充実 医療体制の確保

医療施設の整備

地域福祉と高齢化に対応した

まちづくり
地域福祉意識の普及・啓発 福祉意識の高揚

感染症対策の推進

業務スペース

自殺予防対策の推進

健康づくりの推進 健康づくりの普及啓発

健康づくり活動の推進

乳児、乳幼児広場
多世代交流・休憩ス

ペース
授乳室

成人保健事業の推進

消費者対策の充実 消費者への情報提供

消費者相談体制の充実

３　健やかな暮らしを共に支える

（保健・福祉・医療）

健康づくりの推進と医療体制

の確保
保健事業の推進 母子保健事業の推進



ひとり親家庭の支援

障がい者福祉の充実 障がい者自立支援への対応 障がい福祉サービスの充実

障がい者の就労支援

社会参加の促進

相談支援体制の確保

子育て支援拠点の充実

ファミリー・サポート・セン

ターの運営

要保護児童等対策の強化

子育てにかかる経済的負担の

軽減

妊娠・出産支援の充実

保育サービスの確保 認定こども園の充実

へき地保育所の運営

放課後児童保育の運営

子育て支援の充実 子育て支援団体の活動支援

介護保険事業の推進 介護保険事業の運営

介護保険サービス提供体制の

充実

居住環境の整備

地域包括ケアシステムの推進

結婚・出産・子育て支援の充

実
結婚・出産支援の充実 結婚支援の充実

カフェスペース 相談室 多目的スペース（和室）

高齢者の活躍の場の創出

パブリックビューイング

スペース
調理実習室 会食スペース

社会参加と生きがいづくりの

促進

高齢者の活躍の場の創出 老人クラブの支援



支援体制の充実

生涯学習の推進 生涯学習の環境づくり 生涯学習体制の充実

生涯学習施設の整備

教職員研修と働き方改革

安全・安心な教育環境

学校施設の整備

小中一貫教育の推進

幼児教育施設と小学校との連

携の促進

特別支援教育の推進 特別支援教育の充実

豊かな人間性の育成

健やかな体の育成

ふるさと教育とキャリア教育

の充実

情報教育と外国語教育の充実

教育環境の充実 地域とともにある学校づくり

医療保険事業の運営
国民健康保険事業の健全な運

営

後期高齢者医療制度の円滑な

運営

４　生きる力と文化を育む（教育・

文化）
学校教育の充実 教育内容の充実 確かな学力の育成

障がいの早期発見と療育

障がいに対する理解促進

障がい者福祉施設への支援

社会保障の充実 低所得者の自立支援

国民年金制度の普及・啓発



地籍管理の推進

郷土資料の収集・活用

郷土芸能の伝承

５　豊かな自然と安全を守る（環境

保全・生活環境）

適正な土地利用と街並みの整

備

自然と共生した土地利用の推

進
適正な土地利用

芸術文化鑑賞機会の拡充

芸術文化活動の促進 文化団体の育成

文化施設の整備

図書室の充実

文化遺産の保存・活用 文化遺産の保存・調査

指導者の育成とスポーツ団体

への支援
指導者の確保・育成

スポーツ団体等への支援

芸術文化の振興 芸術文化事業の推進 芸術文化意識の高揚

健全育成団体の育成

スポーツの振興 生涯スポーツの推進
スポーツ行事と情報提供の充

実

地域特性を活かしたスポーツ

活動の推進

スポーツ施設の整備

学習機会・活動の充実 家庭教育の充実

青少年期学習の充実

成人・女性学習の充実

高齢期学習の充実

青少年健全育成の推進 健全育成の推進

人材育成と活用



緑化の推進

水辺・河川の整備

上水道・下水道の整備 上水道の整備 簡易水道の整備

情報教育の推進及び人材育成

住宅・公園・緑地・水辺の整

備
公営住宅の整備 公営住宅の長寿命化の推進

特定公共賃貸住宅の入居促進

公園・緑化・水辺の整備 公園の維持管理

ラジオの難聴対策

地域情報通信基盤の整備 情報通信基盤の充実

携帯電話不通話地域の解消

Society5.0への対応
多様な分野における未来技術

の活用

バス輸送の確保

住民の生活交通対策の充実 バス待合所

情報・通信の整備 テレビ・ラジオ難視聴対策 テレビの難視聴対策

道道整備の促進

町道の整備 町道整備の推進

道路環境の向上

冬道の対策

交通体系の確保 鉄道輸送の確保

街並みの整備 市街地の景観整備

農村計画の整備

道路・公共交通の整備 国道・道道の整備 国道整備の促進



リチウムイオン蓄電池

防災基盤の整備

福祉避難所 備蓄庫

幌延町強靭化の推進

非常用発電設備

防犯対策の推進 防犯環境の整備

消防施設等の整備

救急隊員の資質向上

救急体制の強化

防災体制の充実 防災・減災意識の高揚

防災体制の充実

生活環境の向上 環境美化の促進

公害の防止

墓地・斎場の整備

消防・防災・減災体制の強化と防

犯・交通安全対策の推進
消防・救急体制の充実 火災予防と防火意識の高揚

し尿処理体制の維持

自然環境の保全 環境意識の高揚

国立公園の保全

省資源・省エネルギーの推進
再生可能エネルギー発電

設備

農業用水道の整備

下水道の整備 公共下水道の整備

個別排水処理施設（合併浄化

槽）の整備

下水道事業の効率的経営

環境衛生の向上 適正なゴミ・し尿処理の推進
ゴミ処理施設の延命措置の推

進

簡易水道事業の効率的経営



防犯活動の促進

防犯意識の高揚

交通安全対策の推進 交通安全意識の高揚

交通安全指導の推進

交通安全環境の整備



電気自動車充電設備 11.1㎡

老人福祉センター

保健センター

小計

役場 49 2

合計 49 2

10％減

20％減

30％減 ≒ 60 台

21 ㎡

㎡

老人福祉センター

保健センター

小計 0

役場 2

駐車場 合計 2

台

21 ㎡

軽自動車 ㎡ 6 m× 3.5 m＝

小型自動車

普通自動車（中型）

普通自動車（大型）

ワンボックス

軽自動車

小型自動車

普通自動車（中型）

普通自動車（大型）

ワンボックス

軽自動車

小型自動車

普通自動車（中型）

普通自動車（大型） 17 m× 35 m＝ ㎡

ワンボックス

左 右 左 右

軽自動車 0.5 0.5

小型自動車 0.5 0.5

普通自動車（中型） 0.5 0.5

普通自動車（大型） 0.5 0.5

ワンボックス 0.5 0.5

ダブルライン（右50cm、左50cm）、白線10cm

対面駐車　車路5.0m 39 m× 35 m＝ 40 m× 40 m＝ ㎡

0.65 1.7 1.0

1,365 ㎡≒ 1,600

1.70 4.8 0.80 1.8 1.2

40台

2.0 2.6

1.70 4.1 0.80 1.8 1.9

幅員 幅員 計

1.48 3.4

0.5 2.5 0.5 3.5 6.0

1.02

1.70 4.7 0.80 1.8 1.3

1.85 5.0

ゆったり

車の平均サイズ 駐車場サイズ（m)

20台

1.85 5.0 215 0.0

ゆとり幅（ｍ）

(m) ダブルライン
長さ

ダブルライン
長さ

全幅 全長 幅員 幅員 計

1.48 3.4

4.0 5.0

252 1.6

595

1.70 4.1 230 0.9

1.70 4.7 230 0.3

1.70 4.8 230 0.2

車いす
車の平均サイズ (m) 役場駐車場サイズ (m) ゆとり幅 (cm)

全幅 全長 幅員 長さ 幅員 長さ

1.70 4.7 80 30

1.85 5.0 65 0

1.48 3.4

2.5 5.0

102 160

1.70 4.1 80 90

1.70 4.8 80 20

役場現状
車の平均サイズ (m) 役場駐車場サイズ (m) ゆとり幅 (cm)

全幅 全長 幅員 長さ 幅員 長さ

1.70 4.8 0.800 120.0

1.70 4.7

2.5 6.0

0.800 130.0

1.85 5.0 0.650 100.0

21.0 ㎡

1.70 4.1 2.3 5.0 0.600 90.0

1台

1.48 3.4 2.0 3.6 0.520 20.0 840

全幅 全長 幅員 長さ 幅員 長さ

49 64 5 113 7

国交省
車の平均サイズ (m) 駐車場サイズ (m) ゆとり幅 (cm) 40

0 38 3 38 3

49 26 2 75 4

6 1 6 1

32 2 32 2

台数
職員 来客 合計

普通 車いす 普通 車いす 普通 車いす

83.7

74.4

65.1

1台

1,260

26 2 75 4

119 7 168 9

0 0 93 5 93 5

32 2 32 2

61 3 61 3

台数
職員 来客 合計

普通 車いす 普通 車いす 普通 車いす2,160

5,135

A=11.1㎡

2.5m

0.5m

6.0m

3.5m

車路 5.0m

車路 5.0m

6.0m

17.0m

35.0m

5.0m

5.0m

5.0m

6.0m

12.0m

39.0m

35.0m

別紙２



　

敷地面積積算表

番号

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8

9

10

11

12 290.91

合計 6,670.58 1,732.48 4,938.10

宮園町 6 宅地 290.91

290.89

宮園町 5 宅地 290.91 290.91

宮園町 4 宅地 290.89

290.90

宮園町 3 宅地 290.89 290.89

宮園町 2 宅地 290.90

627.53

宮園町 1 37 公衆用道路 1,927.00 1,252.42 674.58

宮園町 1 36 宅地 1,080.20 452.67

197.74

宮園町 1 35 宅地 1,320.47 1,320.47

宮園町 1 29 宅地 197.74

265.38

宮園町 1 28 宅地 199.46 199.46

宮園町 1 27 宅地 265.38

敷地面積

宮園町 1 26 宅地 225.83 27.39 198.44

字名 地番 枝番 地目 面積 除外面積

多世代交流施設整備敷地概要図 別紙３

1-26 除外部分 27.39㎡

1-36 除外部分 452.67㎡

1-37 除外部分 1,252.42㎡

敷地範囲

地番線

地番面積からする除外部分



NO.5

NO.2

NO.6

NO.4

NO.3

NO.1

NO.1

NO.2

NO.3

低位泥炭土・ヨシ泥炭土

沖積堆積物・礫・砂・粘土・泥炭

別紙４地層及び地盤に関する資料



平成元年度　役場庁舎建設地質調査　柱状図

ＮＯ．１



平成元年度　役場庁舎建設地質調査　柱状図

ＮＯ．２



平成元年度　役場庁舎建設地質調査　柱状図

ＮＯ．３



平成元年度　役場庁舎建設地質調査　柱状図

ＮＯ．４



平成元年度　役場庁舎建設地質調査　柱状図

ＮＯ．５



平成元年度　役場庁舎建設地質調査　柱状図

ＮＯ．６



昭和４９年　幌延川河川改修工事土質調査　柱状図

ＮＯ．１



昭和４９年　幌延川河川改修工事土質調査　柱状図

ＮＯ．２



昭和４９年　幌延川河川改修工事土質調査　柱状図

ＮＯ．３



整備場所における水道管路図

別紙５

VPW φ100 L=17m

VPW φ100 L=16m

VPW φ13 L=7m VPW φ100 L=27m

VPW φ13 L=5m

VPW φ20 L=16m

VPW φ20 L=15m

VPW φ50 L=12m

VPW φ20 L=15m

VPW φ20 L=9m

VPW φ13 L=5m



整備場所における下水道管路図
別紙６



職員住宅 立木

建設年度

※概算撤去費用単価 約 万円/坪

合計 163

針葉樹 1

12.1 広葉樹 6

ヒバ 104

合計 4棟8戸 466.79 17,300 千円

サクラ 2

⑦、⑧ Ｓ４６ ブロック造平屋建て　１棟２戸 114.13 4,200 千円 アカエゾマツ 21

⑤、⑥ Ｓ４６ ブロック造平屋建て　１棟２戸 113.40 4,200 千円

トドマツ 26

③、④ Ｓ５１ ブロック造平屋建て　１棟２戸 125.86 4,700 千円 シラカバ 3

①、② Ｓ４７ ブロック造平屋建て　１棟２戸 113.40 4,200 千円

単位：本

番号 構　　　　　造 面積（㎡） 解体等概算費用 樹種 本数

③④

⑤⑥

町道３条仲通線

整備敷地

地番線

職員住宅

町道、道道

立木

別紙７

地震計、合併浄化槽

職員住宅、立木等に関する資料

①②

⑦⑧










